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愛南町国保一本松病院医療再生基本構想策定支援業務 

公募型プロポーザル方式実施要領 

令和８年６月 

愛南町国保一本松病院 

１ 目的 

この要領は、愛南町国保一本松病院医療再生基本構想策定支援業務（以下「本業務」とい

う。）を委託するに当たり、業務履行能力及び企画提案に優れた者を公募型プロポーザル方式

（以下「プロポーザル」という。）により選定するための手続等に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

２ 業務概要 

（１）業務名 

   愛南町国保一本松病院医療再生基本構想策定支援業務 

（２）業務内容 

   別紙「仕様書」のとおり 

   なお、仕様書に記載がない事項で委託業務の遂行上必要と認める事項がある場合は、企画

提案書に含めること。 

（３）履行期間 

   契約締結の日から令和９年３月 26 日まで 

（４）提案限度価格 

   金 ８,５１５,１００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

   なお、この価格は契約金額の限度を示すものであり、町がこの金額で契約することを約束

するものではない。 

３ プロポーザル実施に当たっての基本的事項 

（１）プロポーザルの実施に当たっては、特定会議を設置し、審査を行う。 

（２）プロポーザルの審査は、２段階とする。 

ア 一次審査では、参加表明書類を提出した者の中から、書類審査により２～３者程度を選

定する。 

イ 二次審査では、一次審査で選定された者からのプレゼンテーション及びヒアリングを踏
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まえ、最良の提案をした者（以下「最優秀事業者」という。）及び次点の者を選定する。 

４ 特定会議の構成及び審査方法等 

特定会議の構成及び審査方法等は、別に定める「愛南町国保一本松病院医療再生基本構想策

定支援業務公募型プロポーザル方式特定会議設置要領」による。 

５－１ 参加資格（単独事業者） 

本プロポーザルに単独で参加を希望する者は、次に掲げる要件を全て満たしていること。 

（１）法人格を有している者であること。 

（２）日本国内での同種又は類似業務の実績を１件以上有すること。 

   ア 同種：公立病院（自治体病院）における経営改革プラン、新公立病院改革プラン、公

立病院経営強化プラン又は医療再生・再編・整備等に係る基本構想若しくは基本計画の

策定支援業務 

   イ 類似：医療機関（公的医療機関、民間病院を含む。）における経営改善計画、中長期

経営計画、施設整備基本構想又は基本計画の策定支援業務 

（３）本業務の遂行に必要な業務経験等を有した管理技術者を配置できること。なお、管理技

術者の資格要件は、別紙「仕様書」のとおりとする。 

（４）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者である

こと。 

（５）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続の申立て又は民事再生法（平成

11 年法律第 225 号）に基づく民事再生手続の開始の申立てがなされていないこと。 

（６）法人及びその代表者において、事業所の所在する市町村での市町村税及び消費税並びに

地方消費税の滞納がない者であること。 

（７）愛南町建設工事等入札参加資格停止措置要領（平成 19 年愛南町告示第 29 号）による入

札参加資格停止期間中の者でないこと。 

（８）愛南町暴力団排除条例（平成 23 年愛南町条例第 13 号）第２条に規定する暴力団、暴力

団員、暴力団員等でない者又はそれらに関与していない者であること。 

５－２ 参加資格（コンソーシアム） 

本業務は、病院経営の見直し改善と施設整備方針の検討を併せて行う業務であることから、

複数の事業者によるコンソーシアム（共同企業体）での参加を認めるものとする。コンソーシ

アムで参加を希望する者は、次の要件を全て満たしていること。 

（１）コンソーシアムを構成する事業者（以下「構成事業者」という。）のうち、１者が代表
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事業者として本町に届け出ることとし、本プロポーザルへの申請手続きは代表事業者が行う

こと。 

（２）代表事業者は、法人格を有している者であること。 

（３）構成事業者のうち１者以上は、日本国内での「５－１（２）」に定める同種又は類似業務

の実績を１件以上有すること。 

（４）構成事業者のうち１者以上は、本業務の遂行に必要な業務経験等を有した管理技術者を配

置できること。 

（５）単独事業者が、他のコンソーシアムの構成事業者として参加することはできない。 

（６）コンソーシアムで参加した構成事業者が、他のコンソーシアムの構成事業者として参加す

ることはできない。 

（７）構成事業者は、コンソーシアム協定書を締結すること。 

（８）「５－１（４）」から「５－１（８）」までの要件については、構成事業者の全てが満た

すこと。 

６ 担当所属・書類提出先 

〒798-4408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松 5056 番地２ 

愛南町国保一本松病院 事務所 

電話：0895-84-2255 FAX：0895-84-3195 

E-mail：i-byoin@town.ainan.ehime.jp 
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７ スケジュール 

本プロポーザルの実施スケジュールは、以下のとおりとする。 

  ただし、特別な事情により実施期間又は期日が変更となる場合は、改めて連絡することとす

る。 

区分 内容 実施期間又は期日 

一次審査 

実施要領等の配布（公告） 令和８年６月 22 日（月） 

質問書の提出 
令和８年６月 22 日（月）から 

令和８年７月１日（水）まで 

質問書に対する回答 令和８年７月３日（金） 

参加表明書等の提出 
令和８年６月 22 日（月）から 

令和８年７月８日（水）まで 

書類審査 
令和８年７月９日（木）から 

令和８年７月 10 日（金）まで 

審査結果の通知 令和８年７月 13 日（月） 

二次審査 

企画提案書等の提出依頼 令和８年７月 13 日（月） 

企画提案書の提出 
令和８年７月 16 日（木）から 

令和８年７月 29 日（水）まで 

プレゼンテーション及びヒアリング 令和８年８月６日（木） 

特定結果の通知及び公表 令和８年８月 12 日（水） 

 

８ 本業務において使用する様式 

（１）参加表明書（様式第１号） 

（２）法人概要（様式第２号） 

（３）業務実績（様式第３号） 

（４）予定配置者調書（様式第４号） 

（５）企画提案書（表紙）（様式第５号） 

（６）提案価格書（様式第６号） 

（７）質問書（様式第７号） 

（８）コンソーシアム構成表（様式第８号） 
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９ 質問及び回答 

  本業務に関する質問については、質問書（様式第８号）を次の方法により提出すること。 

  なお、質問に対する回答は、令和８年７月３日（金）に町ホームページにて行う。ただし、

質問の内容によって本企画提案による業者選定に公平性を保てない場合は、回答しないことが

ある。 

  また、質問に対する回答は、実施要領等の追加又は修正とみなす。 

（１）提出期限 

  令和８年７月１日（水）午後５時 

  ※ 質問の内容を確認するため町から問い合わせることがある。 

（２）提出方法 

  第６項に記載したアドレス宛に電子メールにて提出すること。 

  また、電子メールのタイトルに「プロポーザル質問書（法人名）」の文字を入力すること。 

10 参加表明手続及び審査通知 

本プロポーザルに参加を希望する者（以下「参加希望者」という。）は、参加表明書類を次

の方法により提出すること。 

なお、期限までに参加表明書類を提出しない者又は参加資格要件に該当しないと認められた

者は、本プロポーザルに参加することができない。 

（１）提出書類 

  提出書類は、次のとおりとする。 

提出書類 様式等 提出部数等 

参加表明書類 

参加表明書（様式第１号） 

原本１部 （クリッ

プ止め） 

法人概要（様式第２号） 

業務実績（様式第３号） 

予定配置者調書（様式第４号） 

法人登記簿謄本又は住民票 

コンソーシアム構成表（様式第８号） 

コンソーシアム協定書の写し 
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（２）参加表明書類に関する留意事項 

  ア 様式規格はＡ４規格・縦のみとし、Ａ３規格の折込みは不可とする。 

  イ 文字サイズは 10pt 以上とすること。 

  ウ 各種様式の記載は、次のとおりとすること。 

参加表明書 ・参加希望者の必要事項を記載し、押印すること。 

法人概要 ・法人名、所在地等必要事項を記載すること。 

・企業概要や実施業務分野が記載されたパンフレット等の資料があれば

提出すること。 

業務実績 ・参加希望者の、令和３年４月１日から令和８年３月 31 日までに実施

した同種又は類似業務実績について記載すること。 

・業務実績は元請として履行したものを対象とすること。 

・記載した業務実績の全てについて、業務の履行が確認できる資料を提

出すること。 

予定配置者調書 ・管理技術者及び主たる担当技術者の業務実績等について、簡潔に記載

すること。 

・保有資格がある場合は、当該資格が確認できる資料を提出すること。 

法人登記簿謄本

又は住民票 

・提出日より３か月以内に発行された法人登記簿謄本又は住民票を提出

すること。 

・コンソーシアムで参加する場合は、構成する事業者ごとに提出するこ

と。 

コンソーシアム

構成表 

・コンソーシアムで参加する場合は、コンソーシアム名、代表事業者の

名称等必要事項を記載すること。 

・構成事業者の役割分担及び協力企業等との関係等について、関係が分

かるよう相関関係を図示すること。 

コンソーシアム

協定書の写し 

・コンソーシアムで参加する場合は、コンソーシアム協定書の写しを提

出すること。 

 

（３）提出場所 

  第６項に記載した場所 

（４）提出方法 

  持参又は郵送（当日必着） 

（５）提出期限 

  令和８年７月８日（水）午後５時 
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（６）参加資格審査及び通知 

  全ての参加希望者に対して、参加資格確認の結果（提案要請書又は非選定通知書のいずれ

か）を令和８年７月 13 日（月）までに発送する。 

（７）その他 

  参加表明書等の提出に関し、次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

  ア 参加表明書等に虚偽の記載があった場合 

  イ 本要領に示した参加表明書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合 

  ウ 参加表明書等に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

  エ アからウまでに定めるもののほか、著しく信義に反する行為等があった場合 

11 企画提案書の提出 

企画提案については、企画提案書を次の方法により提出すること。 

（１）提出書類 

  ア 企画提案書 

    様式第５号を表紙とし、原本１部（クリップ留め）、写し７部（左側２箇所ホッチキス

留め）を提出すること。 

  イ 提案価格書 

    原本１部を提出すること。 

（２）企画提案書の記載に関する留意事項 

  ア 様式規格はＡ４規格・縦とし、Ａ３規格の折込みは可とする。 

  イ 文字サイズは 10pt 以上とすること。 

  ウ 図、絵、写真等の使用は可とする。 

  エ 企画提案書には、参加者を特定できる名称を表示しないこと。 

  オ 企画提案書の内容 

  以下の５テーマについての提案を、テーマ毎に簡潔に記載すること。 

課題１ 愛南町及び近隣医療圏の現状認識と医療需要の将来予測について 

本町の地域特性・人口動態・医療提供体制等を踏まえた現状認識、並びに将来人口・将

来患者数の予測手法及び患者受療動向の分析手法について示すこと。 

課題２ 一本松病院の将来の役割・診療体制・病床機能・経営形態の見直しに関する提案

について 

本院が今後地域医療において担うべき役割、診療体制、病床規模・機能、及び経営形態

（公営企業全部適用・地方独立行政法人化・指定管理者制度・経営統合等）の検討手法並

びに経営改善に向けた具体的方策について示すこと。 
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課題３ 施設整備に伴う事業費・収支シミュレーションの実施手法について 

 病院施設の整備について、配置計画・規模・整備手法・事業費・スケジュールの検討及

び複数パターンによる事業収支シミュレーションの実施手法について示すこと。 

課題４ 業務遂行体制及び計画的なスケジュールについて 

本業務を確実に遅滞なく履行するための実施体制、無理のない計画的な業務スケジュー

ルについて示すこと。 

課題５ 愛南町国保一本松病院の医療再生に資する独自提案について 

 仕様書の業務内容を満たした上で、業務目的を達成するために効果的な内容や方法等、

本町にとって有益な独自の提案事項について示すこと。 

 

（３）提案価格書に関する留意事項 

  ア 提案価格書については、業務仕様書及び企画提案書に記載された全ての業務の見積金額

（税込）及び算定内訳を記載すること。 

  イ 算定内訳は、人件費及びその他経費を単価・数量が分かるように記載すること。 

（４）提出場所 

   第６項に記載した場所 

（５）提出方法 

   持参又は郵送（当日必着） 

（６）提出期限 

   令和８年７月 29 日（水）午後５時 

12 プレゼンテーション及びヒアリング 

企画提案書提出後、参加者からの企画提案に係るプレゼンテーション及びヒアリングを実施

する。なお、プレゼンテーション及びヒアリングに出席しない場合は、採点を行わない。 

（１）日時 

   令和８年８月６日（木）（※詳細な時間等は、別途通知する。） 

（２）場所 

   愛南町役場（本庁）３階 大会議室（※変更となる場合は別途通知する。） 

（３）時間構成 

   １者 30 分以内（プレゼンテーション 20 分以内、ヒアリング 10 分以内） 

（４）留意事項 

 ア パワーポイント等の画像の投影については、その内容が企画提案書に合致し、提案内容

の理解を助けるものである場合に限り使用を認める。その際、プロジェクター及びスクリ
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ーンは町で用意するが、パソコン、ケーブル等その他必要な機器は各自で用意すること

（事前に連絡をすること。）。 

  イ 画像の投影を行う場合は、参加者を特定できる名称を表示してはならないこと。 

  ウ 参加者については、管理技術者は必須とし、人数の上限は３名とすること（パソコン操

作員含む。）。 

  エ プレゼンテーション及びヒアリングは非公開で行う。 

  オ プレゼンテーション及びヒアリングの実施方法等については、決定次第、二次審査の企

画提案書を提出した者に別途通知する。 

13 企画提案審査・結果通知 

（１）審査に当たっては、庁内に設置する「愛南町国保一本松病院医療再生基本構想策定支援業

務公募型プロポーザル方式特定会議」において、企画提案書を提出した者の中から評価の合

計点が最上位である者を一者特定し、最優秀事業者とする。なお、最上位である者が二者以

上あるときは、当該特定会議にて協議のうえ、一者を特定するものとする。 

（２）審査の結果は、全ての参加者に対して書面により通知する。また、結果通知日翌営業日

に、下記項目について愛南町ホームページにて公表するとともに、第６項の担当所属におい

て閲覧に供するものとする。 

  ア 最優秀事業者の名称、総合点及び選定理由 

  イ 参加者の名称及び総合点 

   ※ 参加者の名称は五十音順、総合点は点数順で別々に表記する。 

   ※ 参加者が２者の場合、次点者の得点は公表しない。 

（３）企画提案における評価項目、評価基準及び評価割合は以下のとおりとする。 

〇一次審査 

評価項目 評価基準及び評価の視点 配点 項目計 

業務信頼性 同種業務の実績等から、参加希望者は本業

務の実施遂行能力があるか 

30 点 30 点 

取組体制 本業務を遂行するための組織体制（人員配

置・役割分担）が十分であるか 

10 点 20 点 

配置予定管理技術者について、十分な実

績・能力があるか 

10 点 

合 計   50 点 
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〇二次審査 

評価項目 評価基準及び評価の視点 配点 項目計 

業務信頼性 一次審査の結果×0.4 20 点 20 点 

取組意欲 業務の趣旨を理解し、積極的に取り組む姿

勢があるか 

10 点 10 点 

企画提案内容 

課題１ 愛南町及び近隣医療圏の現状認識

と医療需要の将来予測について 

10 点 

60 点 

課題２ 一本松病院の将来の役割・診療体

制・病床機能・経営形態の見直しに関する

提案について 

15 点 

課題３ 施設整備に伴う事業費・収支シミ

ュレーションの実施手法について 

15 点 

課題４ 業務遂行体制及び計画的なスケジ

ュールについて 

10 点 

課題５ 愛南町国保一本松病院の医療再生

に資する独自提案について 

10 点 

提案価格 十分な業務実施体制を確立したうえでの見

積金額となっているか 

10 点 10 点 

合 計   100 点 

 

14 業務内容の事前打合せ及び契約 

  必要に応じて、町は最優秀事業者と業務内容について協議し、契約を締結するための仕様書

等の調整を行い、その仕様書等に基づく見積書を徴収し、随意契約の方法により契約を締結す

るものとする。 

  なお、最優秀事業者が契約の締結を拒否した場合、前項の企画提案審査における次順位の事

業者を最優秀事業者とみなす。 

15 その他留意事項 

（１）二次審査の参加者は、複数の企画提案をすることはできない。 
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（２）企画提案書の作成及びヒアリング参加に要した費用は、提案者の負担とする。 

（３）提出された企画提案書及び見積書等は、返却しないものとする。 

（４）本企画提案に対する個別のヒアリング及び説明対応は、受け付けないものとする。 

（５）提出期限以降の書類の差替え及び再提出は、認めないものとする。また、参加表明書に記

載した配置予定の管理技術者は、原則として変更できない。ただし、やむを得ない理由によ

り変更を行う場合は、町と協議のうえ、了解を得なければならない。 

（６）提出書類の著作権は、参加者に帰属する。ただし、町が本プロポーザルに関する報告、公

表等のために必要な場合は、参加者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるもの

とする。 


